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後期高齢者医療制度のお知らせ

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。同
じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自
己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制
度および介護保険から支給されます。対象者は、下記窓口に申請してくださ
い。

町民福祉課町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内） 緯26－7871
問い合わせ 北海道後期高齢者医療広域連合 緯011－290－5601

〒060-0062札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階

○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対
象となりません。

○支給額が500円以下の場合は支給されません。

高額介護合算療養費および医療費通知について

自己負担額の合計の基準額区 分負担割合
67万円現役並み所得者３割
56万円一 般

１割 31万円区分Ⅱ（※１）
住民税非課税世帯

19万円区分Ⅰ（※２）

これまでは希望者にお送りしていましたが、平成28年９月送付分から全受
診者（平成28年１月～６月に受診された方）にお送りします。なお、発行時期
は従来の９月と翌年３月に変更ありません。

○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○インフルエンザ予防や健康診査など、皆さまの健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

※確定申告（医療費控除）の際の添付資料として
は使用できません。

※この通知は皆さまの受診状況についてお知ら
せするもので請求書ではありません。

医療費通知のイメージ

※１ 世帯全員が住民税非課税である方
※２ 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その

受給額が８０万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

申請される方は、町民福祉課町民生活グループまでお申し出ください。

医療費通知を全受診者へ送付します

高額介護合算療養費について

自己負担限度額表 【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】

医療費通知の活用について
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ノロウィルスが流行しています
食中毒というと「夏」に起こるものと思われがちですが、ノロウイルスなどの集団感

染の７割は、冬場に発生しています。
特に昨年末から、ノロウイルスは１０年ぶりに全国的な大流行だといわれています。

冬場に発生しやすいウイルス感染について、知識をもって予防しましょう。

ノロウイルスによる感染性胃腸炎
煙感染力が非常に強いため集団感染等にも注意が必要です。
煙主にウイルスに汚染された２枚貝を生のままや、十分に加熱しないまま食
べると感染するおそれがあるとされています。

煙ウイルスに汚染された方の手が、他の食品に触れることによって食品を汚
染し、それらを食べることによっても感染します。

煙吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が出ます。

ウイルス感染を防ぐために
①カキなどの２枚貝を生食する場合には、必ず「生食用」を選び、購入後早めに食
べましょう！

②調理前、食事前、トイレの後はせっけんでしっかりと手洗いをしましょう！
③調理器具、調理台は、消毒していつも清潔にしましょう！
④症状がある人の便やおう吐物にウイルスが含まれていることがあるので、取扱い
には十分注意しましょう！

⑤食品は可能な限り加熱処理をしてから食べましょう！また、加熱する場合は、中
心部までしっかりと加熱しましょう！

農業委員を募集します
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が「選挙および
町長の選任制の併用」から「町議会の同意を要件とする町長の任命制」に改めら
れました。
町では、改正法に基づき、次のとおり次期農業委員を募集します。

問い合わせ 産業経済課 農政グループ 緯27－2419

募集期間 平成29年２月22日（水）～平成29年３月
24日（金）

募集人数 18人
任 期 ３年（平成29年７月20日～平成32年７月

19日）
職務内容 農地の権利移動・設定の許可や農地転用等

の審議、担い手への農地利用の集積・集約
化、耕作放棄地の発生防止・解消等の活動

報 酬 厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支
給条例に基づき支給

応募方法 応募は、農業者などからの「推薦」と「自ら応
募」の２種類の方法があります。応募用紙や
応募要領は、募集期間中、産業経済課農政グ
ループ、農業委員会事務局、上厚真支所で配
布しています。また、厚真町ホームページか
らダウンロードできます。

問い合わせ 町民福祉課町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内） 緯２６－７８７１
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避難情報の名称が新しくなりました

申請・問い合わせ 町民福祉課子育て支援グループ 緯26－7871

高校生の通学費等を助成します
町では、町外の高校に通学する生徒の保護者に対して、通学費等の一部を助成します。

〇対 象 町外の高校（高等専門学校は１年生～３年生）へ通学または下宿等をしている
生徒の保護者の方（町内在住に限る）

〇助成内容 月額5,000円分を厚真町子育て支援医療費等還元事業ポイントで還元します。
今回は、平成28年10月～平成29年３月の５カ月分（長期休暇１カ月分を除く）
を次の日程で受付します。

〇受 付 ３月６日（月）～３月24日（金）

〇必要書類 ・高校生が通学している学校が発行した在学証明書
・厚真町子育て支援カード
（カードが無い方は、カード作成に対象のお子様の
保険証と保護者の方の印鑑が必要です。） ▲厚真町子育て支援カード

平成28年12月26日から、災害時に用いる避難情報の名称が、一部新しくなりました。
町では今後避難が必要な場合は、変更後の新たな名称により避難情報を発表します。

問い合わせ 総務課研修防災グループ 緯２７－２３２２

避難勧告や避難指示（緊急）を発表することが予想される場合。発 表 時 の 状 況
お年寄りの方や体の不自由な方など、避難に時間のかかる方と、その避難を
支援する方は、避難を開始してください。
なお、避難場所への避難が困難な場合は、近くの安全な場所に避難してくだ
さい。それ以外の方については、気象情報に注意し、危険だと思ったら早め
に避難をしてください。

とるべき避難行動

災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合。発 表 時 の 状 況
速やかに避難を開始してください。
外が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。とるべき避難行動

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まっ
た場合。発 表 時 の 状 況

緊急に避難してください。
外が危険な場合は、屋内の高いところに緊急に避難してください。とるべき避難行動

避難準備・高齢者等避難開始変更後⇒避難準備情報変更前

避難指示（緊急）変更後⇒避難指示変更前

避難勧告 ※変更ありません変更後⇒避難勧告変更前
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